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  西郷村告示第６３号 

 

 

     平成２４年第３回西郷村定例会を、下記のとおり招集する。 

 

         平成２４年８月２９日 

 

 

                     西 郷 村 長  佐 藤 正 博 

 

 

記 

 

          １．期  日   平成２４年９月５日 

 

          ２．場  所   西 郷 村 議 会 議 事 堂 
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応 招 不 応 招 議 員 

 

・応招議員（１８名） 

１番 鈴 木 勝 久 君 ２番 真 船 正 晃 君 ３番 南舘かつえ君 

４番 藤 田 節 夫 君 ５番 金 田 裕 二 君 ６番 仁平喜代治君 

７番 秋 山 和 男 君 ８番 德 田  進 君 ９番 小 林 重 夫 君 

１０番 白 岩 征 治 君 １１番 矢 吹 利 夫 君 １２番 上 田 秀 人 君 

１３番 高 木 信 嘉 君 １４番 後 藤  功 君 １５番 佐 藤 富 男 君 

１６番 室 井 清 男 君 １７番 大 石 雪 雄 君 １８番 鈴 木 宏 始 君 

・不応招議員（なし） 
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平成２４年第３回西郷村議会定例会 

議事日程（１号） 

                   平成２４年９月５日（水曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 放射能対策特別委員会中間報告 

日程第 ４ 家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会報告 

日程第 ５ 議案第５０号 西郷村復興産業集積区域における村税の特例に関する条例 

日程第 ６ 議案第５１号 西郷村介護保険財政安定化基金特例交付金基金条例 

日程第 ７ 議案第５２号 西郷村消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第５３号 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（地がけ特例）平成２３ 

             年度（繰越明許費）東高山地内切土法面復旧工事請負契約に 

             ついて 

日程第 ９ 議案第５４号 社会資本整備総合交付金事業平成２４年度施工新田橋橋台 

             （Ａ２）工事請負契約について 

日程第１０ 議案第５５号 社会資本整備総合交付金事業平成２４年度施工新白河駅西口 

             駅前広場改修工事請負契約について 

日程第１１ 議案第５６号 平成２３年度西郷村歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 議案第５７号 平成２３年度西郷村公営企業会計剰余金の処分及び決算の認 

             定について 

日程第１３ 議案第５８号 平成２４年度西郷村一般会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第５９号 平成２４年度西郷村公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

日程第１５ 議案第６０号 平成２４年度西郷村農業集落排水事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

日程第１６ 議案第６１号 平成２４年度西郷村介護保険事業特別会計補正予算 

             （第２号） 

日程第１７ 報告第 ６号 平成２３年度西郷村財政健全化判断比率の報告について 

日程第１８ 報告第 ７号 平成２３年度西郷村公営企業資金不足比率の報告について 
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・出席議員（１８名） 

１番 鈴 木 勝 久 君 ２番 真 船 正 晃 君 ３番 南舘かつえ君 

４番 藤 田 節 夫 君 ５番 金 田 裕 二 君 ６番 仁平喜代治君 

７番 秋 山 和 男 君 ８番 德 田  進 君 ９番 小 林 重 夫 君 

１０番 白 岩 征 治 君 １１番 矢 吹 利 夫 君 １２番 上 田 秀 人 君 

１３番 高 木 信 嘉 君 １４番 後 藤  功 君 １５番 佐 藤 富 男 君 

１６番 室 井 清 男 君 １７番 大 石 雪 雄 君 １８番 鈴 木 宏 始 君 

・欠席議員（なし） 

・地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村 長 佐 藤 正 博 君 副 村 長 大 倉  修 君 

教 育 長 加 藤 征 男 君 
会 計 管 理 者 兼 
参事兼会計室長 

真 船 和 憲 君 

参 事 兼 
総 務 課 長 

山 崎  昇 君 税 務 課 長 金 田 昭 二 君 

住民生活課長 保 坂 文 夫 君 環境保全課長 藤 田 雄 二 君 

福 祉 課 長 中 山 隆 男 君 健康推進課長 皆 川 博 三 君 

商工観光課長 渡 辺 文 雄 君 農 政 課 長 金 田 勝 義 君 

建 設 課 長 高 橋 廣 志 君 企画調整課長 須 藤 清 一 君 

上下水道課長 池 田 有 次 君 
参 事 兼 
学校教育課長 

水 野 由 次 君 

生涯学習課長 相 川  博 君 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

東 宮 清 章 君 

代表監査委員 鈴 木 光 明 君   

・本会議に出席した事務局職員 

参 事 兼 
議会事務局長 
兼 監 査 委 員 
主 任 書 記 

松 田 隆 志 
次 長 兼 
議 事 係 長 兼 
監査委員書記 

藤 田 哲 夫 

庶 務 係 長 池 田 早 苗   
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◎開会と開議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２４年第３回西

郷村議会定例会を開会いたします。 

   これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◎諸般の報告 

○議長（鈴木宏始君） 日程に入るに先立ち、議長より諸般の報告をいたします。 

   先月までの議長行動表、例月出納検査結果報告書、入札結果報告書、西郷村温泉健

康センター指定管理業務報告書、平成２４年第２回定例会会議録をそれぞれお手元に

配付しておきましたので、ご了承願います。 

   次に、一般質問の通告でありますが、本日正午締め切りですので、ご留意願います。 

   次に、これまでに受理しました陳情１件につきましては、会議規則第９２条の規定

により所管の常任委員会に付託いたしました。 

   次に、地方自治法第１２１条の規定により、説明のため執行機関に対しあらかじめ

出席を求めておきました。本日の会議には、村長、副村長、教育長、代表監査委員及

び各担当課長が出席をしております。 

○議長（鈴木宏始君） それでは、本日の日程に入ります。 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（鈴木宏始君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議規則第１２０条の規定により、会議録署名議員に９番小林重夫君、１０番白岩

征治君を指名いたします。 

◎会期の決定 

○議長（鈴木宏始君） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   会期につきましては、９月３日開催いたしました議会運営委員会において、お手元

に配付しました日程のとおり答申がありました。 

   おはかりいたします。 

   本定例会は、本日より９月１９日までの１５日間にしたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日より９月１９日までの１５日間と決定しました。 

◎放射能対策特別委員会の中間報告 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第３、放射能対策特別委員会の中間報告であります。 

   おはかりします。 

   放射能対策特別委員会の中間報告を求めたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認め、放射能対策特別委員会の中間報告を求めること

に決定しました。放射能対策特別委員会委員長、佐藤富男君。 
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○放射能対策特別委員長（佐藤富男君） それでは、西郷村議会放射能対策特別委員会の

平成２４年６月定例議会以降の活動報告を申し上げます。 

   ７月１９日、第８回の放射能対策総合調整会議を開催いたしました。その際、環境

保全課から、村の仮置き場の設置見通しについての経過報告、及び健康推進課から、

ホールボディカウンターによる内部被ばくを検査するための体制を構築するための取

り組み状況の説明を受けました。 

   また、今後の放射能対策特別委員会の開催時期を協議し、８月１日に開催すること

を決定いたしました。 

   ８月１日に、第１０回の放射能対策特別委員会を開催いたしました。協議の内容に

つきましては、西郷村内の除染の進め方及び仮置き場の設置については、環境保全課

から経過報告の説明を受けるとともに、本委員会として村内の除染を一刻も早く進め

ていく上でかなめとなる仮置き場の設置を関係周辺住民から同意を得るべく、一層の

努力を求めるとともに、早急に仮置き場が設置できるよう取り組んでほしいと執行部

に対し強く要望をいたしたところであります。 

   また、ホールボディカウンターによる内部被ばくを検査するための体制を構築する

ための対策につきまして、健康推進課からの経過報告を委員長から説明し、ご了承を

得たところでもあります。 

   当委員会の今後につきましては、西郷村民の放射線による実害と風評被害及び精神

的賠償を求める活動とあわせまして、村民の意見の聴取活動にもこれから全力で取り

組んでまいりたいと思いますので、皆様方のご理解を賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

   以上です。 

◎家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会報告 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第４、家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特

別委員会の報告を求めたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認め、家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別

委員会の報告を求めることに決定しました。家族旅行村指定管理業務委託に関する調

査特別委員会委員長、室井清男君。 

○家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員長（室井清男君） 皆さん、おはよ

うございます。家族旅行村指定管理業務の件について付託を受けました調査特別委員

会からご報告いたします。 

   西郷村議会家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会の活動に係る報告

書であります。それでは、２は省略いたしまして、調査の結果だけを報告したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。これは３番に記載されておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

   調査結果について。当委員会は、設置されてから９回にわたり委員会を精力的に開

催し、所管事務担当課に対する聞き取り及び参考人からの意見聴取などによって、家
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族旅行村に係る指定管理の実態がある程度解明した。 

   しかしながら、指定管理協定に基づき管理を実施すべき業務において、緑化管理に

おける除草剤購入の事実確認や実績報告における写真の使い回し、管理すべき場所の

不徹底、労務実績、記録の未整備など村の仕様書との突合確認に困難なところがあり、

満足な調査結果を得られない部分があった。 

   また、指定管理制度移行に伴い、村が算出した協定金額の根拠についても、以前の

管理委託時代の経理方法が精査されないまま使われており、積算内容が甚だ不透明で

ある。 

   今回の調査で明らかになった部分について、法律の専門家に相談したところ、それ

ぞれの件について厳しい見解が提示された。 

   主な内容は次のとおりである。 

   （１）指定管理者が協定書第３条の仕様書で定める業務の一部を怠り、ひいては虚 

   偽の報告をした場合、村としては指定管理者に対し当該任務違反の状況及びその原 

   因の説明を求め、場合によっては実地について調査し必要な指示を行うべきもので 

   ある。 

   （２）公の施設の設置者たる村は、住民福祉の向上のため公の施設が健全に運営さ 

   れるよう注意を払う義務を有している。したがって、村に通常求められる注意義務 

   （いわゆる民法でいう「善良なる管理者の注意義務」）を怠ったことによりその健 

   全性を保つことができなかった場合には、不注意の度合い、及びそのことによる当 

   該施設の健全な運営に与える影響等に鑑み、執行者に対する厳重注意、訓告、場合 

   によっては地方公務員法第２９条第１項の懲戒の対象になり得るものと考える。 

   （３）管理業務の委託と委託料は対価関係にあるので、仕様書の実施項目を実施し 

   なかった場合の作業が全体の管理業務に対しどの程度の割合を示していたかに応じ、 

   委託料の返還を求めることは可能である。また、当該作業を怠ったことにより損害 

   が発生している場合には、村の指定管理者に対し損害賠償を請求できるものと考え 

   る。 

    これらを総合すると、西郷観光株式会社の責任、それを代表する社長の責任、村 

   長の責任、担当者の責任は免れるものでない。さらに指定管理料の返還については 

   速やかに精査し返還するよう求めるものである。 

   また、地方自治法第２４４条の２第１項第１１号による指定管理者の取消等につい 

   て検討すべきである。 

    最後に、指定管理制度のあり方を斟酌し、運営のあり方については村民に疑義を 

   抱かせることのないよう、信頼される運営を目指すことを強く望むところである。 

   以上、西郷村議会会議規則第７７条の規定により報告する。 

   つけ加えますが、あと調査内容等につきましては、この調査内容の部分を十分にご

理解になっていただければわかると思いますので、よろしくお願いいたします。 

   以上でございます。 

○議長（鈴木宏始君） 委員長の報告が終わりました。 
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   委員長の報告に対する質疑を許します 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会の調査は、これにて終了いた

しました。 

◎議案の上程（議案第５０号～報告第７号） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第５、議案第５０号より日程第１８、報告第７号ま

での議案１２件、報告２件を一括上程いたします。 

   職員に議案を朗読させます。議会事務局長。 

（事務局長、議案書により朗読） 

○議長（鈴木宏始君） 議案の朗読が終りました。 

◎提案理由の説明 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、提出議案に対する提案理由の説明を求めます。 

   村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 平成２４年第３回西郷村議会定例会に提案いたしました議案の大

要について、ご説明を申し上げます。 

   本日提案いたしました議案は、議案第５０号「西郷村復興産業集積区域における村

税の特例に関する条例」のほか、条例制定が１件、条例改正が１件、請負契約が３件、

歳入歳出決算の認定が２件、補正予算が４件の計１２議案と報告２件でございます。 

   まず、議案第５０号「西郷村復興産業集積区域における村税の特例に関する条例」

でありますが、東日本大震災復興特別区域法の規定により、内閣総理大臣の認定を受

けた復興推進計画に係る復興産業集積区域内において、一定の事業の用に供する施設

または設備を設置した事業者に対して課する固定資産税について課税免除の措置を講

ずるため、条例を制定しようとするものであります。 

   次に、議案第５１号「西郷村介護保険財政安定化基金特例交付金基金条例」であり

ますが、第５期介護保険事業計画期間における介護保険に係る第１号被保険者の介護

保険料について、保険料率の増加の抑制を図るための財源に充てるため、条例を制定

しようとするものであります。 

   次に、議案第５２号「西郷村消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例」で

ありますが、消防組織法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものでありま

す。 

   次に、議案第５３号「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（地がけ特例）平成

２３年度（繰越明許費）東高山地内切土法面復旧工事請負契約について」、議案第

５４号「社会資本整備総合交付金事業平成２４年度施工新田橋橋台（Ａ２）工事請負

契約について」、議案第５５号「社会資本整備総合交付金事業平成２４年度施工新白

河駅西口駅前広場改修工事請負契約について」でありますが、入札に付した工事請負

契約の締結につき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 
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   次に、議案第５６号「平成２３年度西郷村歳入歳出決算の認定について」でありま

すが、地方自治法の規定により、平成２３年度西郷村一般会計のほか８特別会計の決

算及び基金の運用状況について、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものであ

ります。 

   次に、議案第５７号「平成２３年度西郷村公営企業会計剰余金の処分及び決算の認

定について」でありますが、地方公営企業法の規定に基づき、平成２３年度西郷村水

道事業会計及び西郷村工業用水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書

（案）のとおり処分し、あわせて平成２３年度西郷村水道事業会計及び西郷村工業用

水道事業会計決算について、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでありま

す。 

   次に、議案第５８号「平成２４年度西郷村一般会計補正予算（第２号）」につきま

して、ご説明申し上げます。 

   平成２４年度西郷村一般会計補正予算（第２号）は、歳入歳出総額に歳入歳出それ

ぞれ４億８ ,０４５万円を増額し、歳入歳出予算の総額を１２４億７ ,３０９万

２,０００円とするものであります。 

   はじめに、主な歳入補正予算についてでありますが、村税では、法人村民税として

２億２,６００万円を増額いたしました。次に、地方交付税では、普通交付税の額の

確定を受け、７８１万３,０００円を減額いたしました。次に、国庫支出金では、総

務費国庫補助金で、造成宅地滑動崩落緊急対策事業の効果促進事業分として、東日本

大震災復興交付金６,４２３万２,０００円を増額いたしました。また、教育費国庫補

助金では、村民プール改築事業の見直しにより、学校施設環境改善事業国庫交付金を

１億６,９０９万９,０００円減額し、小型除雪ドーザ購入のため、社会資本整備総合

交付金（活力創出基盤整備）として８００万円を増額いたしました。これらを主なも

のとして、総額では９,６００万９,０００円の減額であります。 

   次に、県支出金では、民生費県補助金として、高齢者サービス提供計画策定業務等

のために小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金補助金として８１１万

４,０００円を計上、また、衛生費県補助金として、個人の住宅の除染のため除染対

策事業交付金３億１,２３７万５,０００円を、災害復旧費県補助金として、台風４号

等による災害に対応するため、農林水産施設災害復旧費補助金として６,００７万

５,０００円をそれぞれ増額補正いたします。これらを主な内容としまして、総額で

３億７,９０６万６,０００円の増額補正となりました。 

   次に、繰入金では、総額で１,６６１万円を減額補正いたしました。主な内容とい

たしましては、造成宅地滑動崩落緊急対策事業の効果促進事業に充てるため、東日本

大震災復興交付金基金繰入金６,４２３万２,０００円を増額補正いたしました。また、

震災復興基金繰入金を、村民プール改築事業の見直しなどにより９ ,４４４万

９,０００円を減額補正いたしました。次に、諸収入では、東日本大震災復興宝くじ

交付金１,００８万６,０００円を主なものとして、総額で１,３１７万９,０００円を

増額いたしました。次に、村債では、農林水産施設災害復旧事業債３,４９０万円を
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増額し、村民プール改築事業の見直しに伴い、学校教育施設等整備事業債１億

６,９００万円を減額補正いたしました。これらを主な内容として、総額で１億

１,５８０万円を減額するものであります。 

   次に、歳出でありますが、まず、総務費では、総額で４億７５６万円を増額いたし

ました。主なものとして、老朽化した設備の改修費として、防災行政無線機器設置工

事費４,０４５万円、個人の住宅の除染のため、放射性物質除染対策事業費３億

１,２３７万５,０００円を増額いたしました。また、東日本大震災復興交付金基金積

立金６,４２３万２,０００円を増額し、額の確定により、東日本大震災農業生産対策

事業費を２,８３６万１,０００円減額補正いたしました。次に、民生費では、みずほ

保育園園庭整備工事７０３万５,０００円、高齢者サービス提供計画策定業務委託料

８６１万７,０００円を主なものとして、総額で３,３７０万８,０００円を増額いた

しました。 

   次に、農林水産業費では、総額で５,６５９万９,０００円を増額いたしました。主

なものとして、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業として２,４３４万３,０００円、

小規模道水路整備事業費として２,５７０万円を増額補正いたしました。次に、土木

費では、造成宅地滑動崩落緊急対策事業費として８,０２９万円、小規模道水路整備

事業費で２ ,４９８万８ ,０００円、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業で

２,１６８万円をそれぞれ増額補正いたしました。小型除雪ドーザ購入等のため、社

会資本整備総合交付金事業費（活力創出基盤整備）として２,０６０万円を増額補正

いたしました。これらを主な内容といたしまして、総額で１億８,２０３万円を増額

いたしました。 

   次に、教育費では、西郷第一中学校・川谷中学校の教育施設整備工事費として

５,２０２万８,０００円を増額し、村民プール改築事業見直し等により、関連事業費

として４億５,３３０万８,０００円を減額補正いたしました。これらを主な内容とし

て、総額では３億７,４４４万２,０００円の減額補正となりました。 

   次に、災害復旧費では、台風４号等による災害の復旧費として農林水産施設、土木

施設災害復旧費総額で１億４,７９４万８,０００円の増額といたしました。 

   次に、議案第５９号から議案第６１号までの各特別会計補正予算につきましては、

それぞれの事業目的を達成すべく所要の補正を行うものでございます。 

   次に、報告第６号「平成２３年度西郷村財政健全化判断比率の報告について」であ

りますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成２３年度西

郷村財政健全化判断比率について、監査委員の意見をつけて報告するものでございま

す。 

   次に、報告第７号「平成２３年度西郷村公営企業資金不足比率の報告について」で

ありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成２３年度

西郷村公営企業資金不足比率について、監査委員の意見をつけて報告するものでござ

います。 

   なお、細部につきましては、担当課長より説明いたしますが、ご審議の上、ご議決
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を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（鈴木宏始君） 提案理由の説明が終わりました。 

◎議案内容の細部説明 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５０号に対する細部説明を求めます。税務課長。 

（税務課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５１号に対する細部説明を求めます。健康推進課

長。 

（健康推進課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５２号に対する細部説明を求めます。住民生活課

長。 

（住民生活課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案５３号、議案第５４号及び議案第５５号に対する細

部説明を求めます。建設課長。 

（建設課長、議案書により細部説明） 

◎決算総括説明及び企業会計決算説明 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５６号、議案第５７号に対する細部説明を求めま

す。会計室長。 

○会計管理者兼参事兼会計室長（真船和憲君） 議案第５６号「平成２３年度西郷村歳入

歳出決算の認定について」ご説明申し上げます。 

   お手元の資料№３、平成２３年度歳入歳出決算書の１ページ及び２ページ、一般会

計、特別会計歳入歳出決算総括表をごらんいただきたいと思います。 

   はじめに、一般会計についてご説明いたします。 

   当初予算額は７５億２,０００万円でありましたが、補正額及び繰越事業費、繰越

財源充当額合計３１億８,６７９万円の増額により、最終予算額は１０７億６７９万

円となりました。歳入は、調定額が１１４億９,０９３万４,０１８円に対し、収入済

額は１０４億９,７４８万５,８５１円、不納欠損額２,０５８万３,８８７円に対し、

収入未済額９億７,２８６万４,２８０円となりました。歳出は、支出済額９４億

２,９４２万２,１２１円、翌年度繰越額１０億８,０２７万８,０００円で、不用額は

１億９,７０８万９,８７９円となりました。 

   ここで２４ページに一般会計の実質収支に関する調書がございますので、あわせて

ごらんになっていただきたいと思います。収入済総額１０４億９ ,７４８万

５,８５１円から支出済総額９４億２,９４２万２,１２１円を差し引いた形式収支は

１０億６,８０６万３,７３０円で、翌年度への繰越事業充当一般財源は、繰越明許費

繰越額４億５ ,０７２万４ ,０００円を控除して実質収支額は６億１ ,７３３万

９,７３０円となりました。この２分の１以上の額３億９００万円を法令の定めると

ころにより、財政調整積立基金に積み立て、残りの３億８３３万９,７３０円は平成

２４年度に繰り越しました。 

   次に、墓地特別会計でございますが、当初予算額は２３万７,０００円で、３０万
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２,０００円の補正増により最終予算額は５３万９,０００円、歳入の状況は、調定額

が５１万８,２２０円に対し収入済額も同額で、収入未済額はございませんでした。

歳出の状況は、支出済額５０万２,５００円、不用額３万６,５００円で、差引歳計剰

余金１万５,７２０円は全額平成２４年度に繰り越しました。 

   次に、国民健康保険特別会計でございますが、当初予算額は１５億２,０４４万

９,０００円で、１億７,８９９万９,０００円の補正増により、最終予算額は１６億

９,９４４万８,０００円、歳入の状況は調定額が２０億６,９７６万４,４３６円に対

し収入済額１８億１,０６３万５,４０４円、不納欠損額１,１８６万９１０円で、収

入未済額は２億４,７２６万８,１２２円でした。歳出の状況は、支出済額１６億

４,６９３万６,８９６円、不用額５,２５１万１,１０４円で、差引歳計剰余金１億

６,３６９万８,５０８円は全額平成２４年度に繰り越しました。 

   次に、土地造成事業特別会計についてご説明申し上げます。当初予算額は２１万

８ ,０００円で、補正の増減はありませんでしたので、最終予算額も２１万

８,０００円でした。歳入の状況は、調定額が２１万６,９５３円に対し収入済額も同

額で、収入未済額はございませんでした。歳出の状況は、支出済額２１万

６,９５３円で不用額１,０４７円となり、差引歳計剰余金はありませんでした。 

   次に、公共下水道事業特別会計でございますが、当初予算額は７億２１４万

９ ,０００円で、３ ,３９０万４ ,０００円の補正増により、最終予算額は７億

３,６０５万３,０００円、歳入の状況は、調定額７億３,３５６万９,２２１円に対し

収入済額７億２,３５５万１,２１７円で、不納欠損額９万４,４００円、収入未済額

が９９２万３,６０４円でございます。歳出の状況は、支出済額７億２,３５５万

１,２１７円で、不用額１,２５０万１,７８３円となり、差引歳計剰余金はありませ

んでした。 

   次に、農業集落排水事業特別会計についてご説明申し上げます。当初予算額は１億

８,１９５万８,０００円で、２億５,７８８万８,０００円の補正増により、最終予算

額は４億３ ,９８４万６ ,０００円、歳入の状況は、調定額が３億８ ,５９５万

５７５円に対し収入済額は３億１,１６７万１,５９５円で、不納欠損額はございませ

ん。収入未済額は７億４２７万８,９８０円でございます。歳出の状況は、支出済額

３億１,１６７万１,５９５円、翌年度繰越額１億２,２１６万８,０００円で、不用額

６００万６,４０５円となり、差引歳計剰余金はありませんでした。 

   次に、介護保険事業特別会計でございますが、当初予算額は９億４,４６４万

７ ,０００円で、４ ,３６８万５ ,０００円の補正増により、最終予算額は９億

８,８３３万２,０００円となり、歳入の状況は、調定額が９億９,９６３万５３１円

に対し収入済額は９億８,９９９万５,７１６円で、不納欠損額１０１万７,９３０円、

収入未済額は８６１万６,８８５円でございます。歳出の状況は、支出済額９億

６ ,７３９万８ ,２７９円、不用額２ ,０９３万３ ,７２１円で、差引歳計剰余金

２,２５９万７,４３７円となり、全額平成２４年度に繰り越しました。 

   次に、介護サービス事業特別会計でございますが、当初予算額は３億７５７万
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５,０００円で、６７万２,０００円の補正増により、最終予算額は３,８２４万

７,０００円、収入の状況は、調定額が３,８２４万７,０１５円に対し収入未済額も

同額で、収入未済額はございませんでした。歳出の状況は、支出済額３,８２４万

４,９５７円、不用額２,０４３円で、差引歳計剰余金２,０５８円は全額平成２４年

度に繰り越しました。 

   最後に、後期高齢者医療特別会計についてご説明申し上げます。当初予算額は１億

５９５万２,０００円で、５５万９,０００円の補正増により、最終予算額は１億

６５１万１,０００円、歳入の状況は、調定額が１億７９７万４,４４４円に対し収入

済額１億５４５万５,７４４円で、不納欠損額７９万４,８００円、収入未済額は

１７２万３,９００円でした。歳出の状況は、支出済額１億５２１万９,６２７円、不

用額１２９万１,３７３円で、差引歳計剰余金２３万６,１１７円は全額平成２４年度

に繰り越しました。 

   ここまでご説明申し上げました各会計の決算の詳細につきましては、３ページより

２３ページに記載されておりますので、ごらんになっていただきたいと思います。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 会計室長、休憩の時間になったので、若干休憩させてもらいます。 

   これより午前１１時２０分まで休憩いたします。 

（午前１１時００分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

○議長（鈴木宏始君） 引き続き、議案第５６号の細部説明を続行いたします。会計室長。 

○会計管理者兼参事兼会計室長（真船和憲君） 平成２３年度の一般会計、特別会計予算

の総合計は、当初予算額１１０億１,３１８万５,０００円でしたが、最終予算額は

１４７億１ ,５９８万４ ,０００円になりました。歳入の調定額は、１５８億

２,６８０万５,４１３円、収入済額１４４億７,７７７万７,７１５円となり、不納欠

損額３,４３５万１,９２７円で、収入未済額は１３億１,４６７万５,７７１円となり

ました。歳出の支出済額は、１３２億２,３１６万４,１４５円で、翌年度繰越額に

１２億２４４万６,０００円を計上し、不用額は２億９,０３７万３,８５５円、差引

歳計剰余金は１２億５,４６１万３,５７０円でございます。 

   以上で、平成２３年度一般会計、特別会計決算の概要をご説明申し上げましたが、

細部につきましては、後日、各担当課長から説明がございますので、これで説明を終

わります。 

   引き続きまして、議案第５７号「平成２３年度西郷村公営企業会計剰余金の処分及

び歳入歳出決算の認定について」ご説明申し上げます。 

   資料№６の平成２３年度西郷村公営企業会計決算書をごらんいただきたいと思いま

す。 

   はじめに、平成２３年度西郷村水道事業の決算報告より申し上げます。１ページ及
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び２ページをお開き願います。(1)の収益的収入及び支出でありますが、収入の当初

予算額は３億１,９８９万１,０００円でありましたが、１,７６２万１,０００円の補

正減により、予算額の合計は３億２２７万円になりました。決算額は３億５０７万

９,９８７円で、予算額に比べ２８０万９,９８７円の増額となりました。支出の当初

予算額、補正額、予算額の合計は、収入と同額の３億２２７万円でありますが、決算

額は２億６,２３９万９,９８７円で、不用額は３,９８７万１３円となりました。 

   次のページ、３ページ、４ページをごらんください。(2)の資本的収入及び支出で

ありますが、収入の当初予算額は４,３８８万５,０００円、補正額は２,７９５万

８,０００円の減額で、予算額合計は１,５９２万７,０００円となり、決算額は

１,３６０万３,０００円で、予算額に比べ２３２万４,０００円の減額となりました。

支出の当初予算額は１億９,２３０万４,０００円で、７９６万８,０００円の補正減

により、予算額の合計は１億８ ,４３３万６ ,０００円となり、予算額は１億

６ ,４６０万７ ,１５３円で、翌年度繰越額１ ,１１９万３ ,０００円、不用額は

８５３万５,８４７円となりました。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する

額１億５,１００万４,１５３円は、建設改良積立金取崩額２,７００万円、過年度分

損益勘定留保資金４３万４,５６３円と、当年度分損益勘定留保資金９,９４７万

３ ,６０５円と、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４０９万

５,９８５円、減債積立金取崩額２,０００万円で補てんいたしました。 

   次に、５ページをごらんください。平成２３年度西郷村水道事業損益計算書でござ

いますが、下から３行目をごらんください。当年度の純利益は３ ,８５８万

４,０１５円で、前年度の繰越利益剰余金はございませんでしたので、当年度末の処

分利益剰余金も３,８５８万４,０１５円でございます。 

   次に、８ページ、９ページをごらんください。平成２３年度西郷村水道事業剰余金

処分計算書（案）でございますが、これは５ページの平成２３年度西郷村水道事業損

益計算書及び６ページ、７ページの平成２３年度西郷村水道事業剰余金計算書の年度

末処分利益剰余金の処分を求めるものであります。 

   続いて、平成２３年度西郷村工業用水道事業決算報告について申し上げます。 

   ２６ページ、２７ページをごらんいただきたいと思います。（１）の収益的収入及

び支出でありますが、収入の当初予算額は３億５５５万７,０００円でありましたが、

３ ,８０２万６ ,０００円の補正減により、予算額の合計は２億６ ,７５３万

１,０００円になりました。決算額は２億８,１０１万５,５７３円で、予算額に比べ

１,３４８万４,５７３円の増額となりました。支出の当初予算額、補正額、予算額の

合計は、収入と同額の２億６,７５３万１,０００円でありますが、決算額は２億

５,１５５万２,０３９円、不用額は１,５９７万８,９６１円となりました。 

   次のページ、２８ページ、２９ページをごらんください。（２）資本的収入及び支

出でありますが、収入は当初予算額１億１,６００万１,０００円でありましたが、

１億５００万１,０００円の補正減となり、予算額の合計は１,１００万円になりまし

た。決算額は１,８７０万円で、予算額に比べ７７０万円の増額となりました。支出
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の当初予算額は２億５,０９３万６,０００円で、１億１,４９５万４,０００円の補正

減により、予算額の合計は１億３,５９８万２,０００円となりました。決算額は１億

３,０７９万５,０３７円で、不用額は５１８万６,９６３円でございます。資本的収

入額が資本的支出額に対して不足する額１億１,２０９万５,０３７円は、過年度分損

益勘定留保資金５０万６,３６５円及び建設改良積立金取崩額１,０００万円、当年度

分損益勘定留保資金９,９６５万８,８１２円と、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額１９２万９,８６０円で補てんいたしました。 

   次に、３０ページをごらんください。平成２３年度西郷村工業用水道事業損益計算

書でありますが、下から３行目の当年度の純利益は２,７５３万３,６７４円で、前年

度の繰越利益剰余金はございませんので、当年度末の処分利益剰余金は当年度純利益

と同額の２,７５３万３,６７４円となりました。 

   次に、３３ページ、３４ページをごらんください。平成２３年度西郷村工業用水道

事業剰余金処分計算書（案）でございますが、これは３０ページの平成２３年度西郷

村工業用水道事業損益計算書及び３１ページ、３２ページの平成２３年度西郷村工業

用水道事業剰余金計算書の年度末処分利益剰余金の処分を求めるものであります。 

   以上で、平成２３年度西郷村水道事業会計、工業用水道事業会計の剰余金処分及び

決算の概要についてご説明申し上げました。なお、細部につきましては、後日、上下

水道課長より説明がございますので、これで説明を終わります。 

◎決算審査の結果報告 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、代表監査委員より決算審査の結果報告を求めます。代表

監査委員、鈴木光明君。 

○代表監査委員（鈴木光明君） 代表監査委員の鈴木光明でございます。よろしくお願い

いたします。 

   平成２３年度決算審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。 

   村長より審査に付されました平成２３年度歳入歳出決算につきましては、一般会計、

特別会計及び各基金の運用状況の審査を７月２３日から３１日の期間で、また、公営

企業会計につきましては、６月２９日に審査を実施いたしました。審査の結果につき

ましては、決算審査意見書として今定例会の議案書に№５及び№７として配付されて

おりますが、№５一般会計につきましては、財政健全化審査意見書及び西郷村公共下

水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計に係る資金不足比率審査意見書ととも

に、また、№７公営企業会計につきましては、西郷村公営企業資金不足比率審査意見

書とともに、そのようにまとめ、平成２４年８月２８日付にて村長に提出しておりま

す。これをごらんいただきながら、次のとおりご報告申し上げます。 

   平成２３年度西郷村一般会計及び特別会計並びに西郷村公営企業会計の各決算につ

いて、地方自治法第２３３条第２項、地方自治法第２４１条第５項、地方公営企業法

第３０条第２項、地方公共団体の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第

１項の規定により、各会計の歳入歳出決算並びに関係帳簿、証書類、さらには財産に

関する事項を記載した書類について審査いたしましたので、その結果につきまして、
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別冊のとおり意見書を提出します。 

   平成２４年８月２８日 

                         西郷村監査委員 鈴木光明 

                         西郷村監査委員 德田 進 

   以上のとおり、決算審査の結果報告といたします。よろしくお願いいたします。 

◎議案内容の細部説明 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５８号に対する細部説明を求めます。総務課長。 

（総務課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５９号、議案第６０号に対する細部説明を求めま

す。上下水道課長。 

（上下水道課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第６１号に対する細部説明を求めます。健康推進課

長。 

（健康推進課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、報告第６号に対する細部説明を求めます。総務課長。 

（総務課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、報告第７号に対する細部説明を求めます。上下水道課長。 

（上下水道課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 以上で細部説明が終わりました。 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これをもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 

   本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午前１１時５２分） 

 


